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新
た
に
電
話
を
引
き
た

い
と
お
考
え
の
方
へ

　

差
押
え
し
て
い
る
電
話
加
入
権
を

公
売
い
た
し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参

加
で
き
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
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８
月
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日
㈫　

午
後
１
時
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分

▼
場
所
＝
土
浦
合
同
庁
舎
第
一
分
庁

舎
会
議
室

　

土
浦
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税
事
務
所
収
税
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二
課
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文
化
協
会
美
術
部

　
　
　

第
十
回
作
品
展

　

つ
く
ば
み
ら
い
市
文
化
協
会
美
術

部
所
属
団
体
が
合
同
で
作
品
展
示
会

を
開
催
し
ま
す
。

　

各
団
体
の
皆
さ
ん
の
力
作
を
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
地
球
温
暖
化
に
つ
い
て
」

パ
ネ
ル
展
を
開
催

　

地
球
温
暖
化
に
つ
い
て
は
、
毎
日

の
よ
う
に
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
話
題
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
地
球
が
大

変
な
事
態
に
直
面
し
て
い
る
こ
と

は
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す

が
、
言
葉
で
は
知
っ
て
い
て
も
あ
ま

り
実
感
が
な
い
と
い
う
方
も
多
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
市
で
は
温
暖
化
の
仕

組
み
や
、
影
響
・
対
策
な
ど
に
つ
い

て
御
紹
介
し
た
パ
ネ
ル
を
展
示
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
期
間
限
定
で

す
の
で
、
お
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら

ぜ
ひ
ご
覧
に
な
っ
て
、
地
球
温
暖
化

に
つ
い
て
考
え
る
機
会
に
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

○
前　

期

▼
場
所
＝
伊
奈
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー

▼
期
間
＝
8
月
6
日
㈪
午
後
か
ら
8

　

月
14
日
㈫
ま
で

○
後　

期

▼
場
所
＝
谷
和
原
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー

▼
期
間
＝
８
月
16
日
㈭
か
ら
８
月
23

　

日
㈭
ま
で

　

伊
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庁
舎
生
活
環
境
課
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問チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ォ
ー
ク

に
ご
協
力
を
！

　

千
葉
県
我
孫
子
市
で
は
、
我
孫
子

市
在
住
の
児
童
・
生
徒
を
対
象
に
Ａ

問

▼
会
場
＝
き
ら
く
や
ま
す
こ
や
か
福

　

祉
館

▼
日
程
・
展
示
団
体

○
７
月
31
日
㈫
～
８
月
５
日
㈰　

　

写
遊
21
い
な
・
や
わ
ら
フ
ォ
ト
ク

　

ラ
ブ

○
８
月
７
日
㈫
～
12
日
㈰

　

水
墨
画
Ａ
・
水
墨
の
会
れ
ん
げ
・

　

水
墨
画
同
好
会

○
８
月
14
日
㈫
～
19
日
㈰　

　

拓
装
Ａ
ク
ラ
ブ
・
伊
奈
篆て
ん

刻こ
く

会
・

　

伊
奈
拓
本
表
装
研
究
会

○
８
月
21
日
㈫
～
26
日
㈰　

　

書
道
教
室
・
松
し
ょ
う

風ふ
う

会

○
８
月
28
日
㈫
～
９
月
２
日
㈰

　

絵
画
教
室
・
水
彩
画
星
の
会

※
お
知
ら
せ
コ
ー
ナ
ー
は
次
ペ
ー

ジ
に
続
き
ま
す
。

農
業
委
員
会
か
ら
の

　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

農
業
委
員
会
各
種
申
請
受
付
期
間

　

８
月
の
各
種
申
請
の
受
付
期
間

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
間
＝
８
月
10
日
㈮
～
14
日
㈫

申
問
谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会
事

務
局
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チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ォ
ー
ク
を

開
催
し
ま
す
。

　

８
月
22
日
㈬
か
ら
26
日
㈰
の
４
泊

５
日
で
子
ど
も
の
自
立
性
、
自
主
性

な
ど
を
つ
ち
か
う
こ
と
を
目
的
に
、

筑
波
山
付
近
か
ら
我
孫
子
市
ま
で
、

子
ど
も
７
人
１
組
（
約
40
人
）
で
野

外
泊
を
し
な
が
ら
歩
き
ま
す
。
参
加

者
へ
の
飲
料
水
、
ト
イ
レ
、
野
外
宿

泊
場
所
の
提
供
な
ど
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

我
孫
子
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
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知
っ
て
ま
す
か
？

建
退
共
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
建
設
現
場
で
働
く

方
々
の
た
め
に
、「
中
小
企
業
退
職
金

共
済
法
」
に
よ
り
、
国
が
作
っ
た
退

職
金
制
度
で
す
。

　

事
業
主
の
方
々
は
、
現
場
で
働
く

労
働
者
の
共
済
手
帳
に
働
い
た
日
数

に
応
じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を

貼
り
、
そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で

働
く
こ
と
を
や
め
た
と
き
に
退
職
金

を
支
払
う
と
い
う
、
い
わ
ば
業
界
全

体
で
の
退
職
金
制
度
で
す
。

▼
加
入
で
き
る
事
業
主
＝
建
設
業
を

　

営
む
方

▼
対
象
と
な
る
労
働
者
＝
建
設
業
の

　

現
場
で
働
く
方

▼
掛
金
＝
日
額
３
１
０
円

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
建
退
共
」
に
、

退
職
金
の
試
算
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

請
求
な
ど
、
建
退
共
制
度
の
知
り
た

い
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
、
ア
ク
セ
ス
し
て
ご
覧
く
だ
さ

い
！
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建
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